
 

 

年  月  日   

   鳥羽市水道事業 

    鳥羽市長     様 

 

住所            

給水装置所有者               

氏名        ㊞   

 

水 道 使 用 者 等 変 更 届                

 

  鳥羽市給水条例第20条第２項（第１号・第２号・第３号）により、下記のとおり水道

使用者等を変更したのでお届けします。 

給水装置（量水器） 
設 置 場 所 

    鳥羽  丁目    番    号 
 
鳥羽市      町    番地 

新 水 道 使 用 者 等 
（該当に○印） 
   新使用者 
   新所有者 
   新管理人 
（法人の場合は代表
者名まで記入） 

住  所                      

フリガナ                      

氏  名                    ㊞ 

連絡先（勤務先等）                 

     （自宅）      （その他） 

旧 水 道 使 用 者 等 
（該当に○印） 
   旧使用者 
   旧所有者 
   旧管理人 
（法人の場合は代表
者名まで記入） 

住  所                      

フリガナ                      

氏  名                    ㊞ 

連絡先（勤務先等）                 

     （自宅）      （その他） 

栓 種 
(該当の栓種に○印) 家事用・官公署用・営業用・湯屋用・工業用・臨時工事用 

メ ー タ ー 口 径 
(該当の口径に○印) 

13ミリ・20ミリ・25ミリ・40ミリ・50ミリ・75ミリ・100ミ

リ・150ミリ・200ミリ・250ミリ 

料金納入方法（該当
の□にレ点、銀行名
等） 

 □ 口座振替（        ） □ 自主納付 

 


